
　このようにハードの取組にソフトの新たな視点
を掛け合わせ、相乗効果を上げる考え方で、各危機
のプロジェクトを構成している。

（３）都市基盤としての高台まちづくり
　　高規格堤防の整備促進
　2020年12月に公表した「災害に強い首都「東京」
形成ビジョン」において、水害対策の基本的な考え
方として以下を示している。
　東京のゼロメートル地帯等には人口・資産が多
く集積し、ひとたび大水害が発生すると広範囲で長
期間の浸水が想定される。この場合、早い段階から
広域避難を実施する必要があるが、令和元年東日本
台風では、移動手段となる公共交通機関の計画運休
など、広域避難を実施する際の多くの課題が明確に
なった。治水施設の整備を加速するとともに、広域
避難の実行性を高める必要がある。また、早い段階
から避難ができなかった場合でも、命の安全・最低
限の避難生活水準を確保できる避難場所にもなる
高台まちづくりを推進する必要がある。
　TOKYO強靭化プロジェクトにおいても、高台ま
ちづくりをリーディングプロジェクトとして位置
付け、強力に推進していく。
　具体的な取組みとして、公共施設を活用した垂直
避難先・避難経路の整備促進、公園緑地等の新規・
改良整備の機会を捉えた高台化、高規格堤防整備促
進を掲げている。
　短中期的には、公園など公共施設を活用して高台
確保を加速するとともに、中長期的には国と連携の
もと新たな仕組みの導入も視野に拠点的機能を担
う高台まちづくりを推進する。

５．おわりに
　本プロジェクトの着実な推進に向けては、これま
で以上に事業執行の迅速化や執行体制の強化を図
る必要があり、これらの具体的な取組みを進めてい
く。また、プロジェクトの意義や内容を積極的に発
信し、都民や事業者等と危機意識を共有するととも
に、自助・共助・公助の一層の強化に向けて、効果
的な普及啓発等を実施することで、東京の強靭化に
向けた機運を醸成していく。
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図 10　公共施設の高台化
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図 9　プロジェクトの構成

１．はじめに
堺市と大阪市の境界を流れる大和川の左岸（堺市

側）は、洪水時の河川水位よりも沿川市街地の方が
低い位置にあるため、過去には豪雨時の河川の氾濫
により甚大な浸水被害を受けてきました。近年にお
いても台風等に伴う集中豪雨により、大和川の水位
が計画洪水位を上回り、氾濫の危険にさらされてい
ます。また、大和川左岸地域は、都市再生プロジェ
クト（第二次決定：H13）において、阪神高速大和
川線（以下「大和川線」という）と大和川高規格堤防
等の関連事業を積極的に推進する事が決定されて
います。このような背景のもと、大和川左岸地域で
は、阪神高速湾岸線から南海高野線までの約3.1km 
区間において、高規格堤防の整備が進められてお
り、その区間の内、堺市堺区の三宝小学校区内の既
成市街地（約1.0km）については、高規格堤防の整備
と区画整理を活用したまちづくりを進めるべく、国
土交通省、堺市、阪神高速道路株式会社、日本高速
道路保有・債務返済機構（以下「本件関係事業者」
という）及びUR都市機構が相互に協力する体制の
もと、UR都市機構が大和川左岸（三宝）地区土地区
画整理事業（以下「本事業」という）を施行しています。

２．事業地区の状況
当地区は、昭和40年代から50年代にかけて民間

開発等により宅地を細分化して分譲されたため、敷
地面積が100m2未満の小規模宅地が地区全体の約
７割を占め、家屋等の築年数は30年以上のものが
全体の約８割、権利者は高齢化が進み、60歳以上の
方が全体の約７割を占めています。小規模な土地に
立地する古い木造住宅が密集している地域もあり、
地震時の倒壊被害や大規模な火災が生じる可能性
も高いことから、まちの安全性の確保も課題の一つ
でした。

３．事業概要
本事業は、高規格堤防整備事業と一体的に土地区

画整理事業を行うことにより、早期に防災性の向上
を図るとともに、大和川線上部や河川用地をまちづ
くりに有効活用し、公共施設の整備改善や合理的な
土地利用を促進し、水と緑に親しむ良好な市街地の
形成を図ることとしています。なお、高規格堤防の
ための盛土工事については、土地区画整理事業と連
携しながら国土交通省（大和川河川事務所）が施工
しています。
≪事業概要≫
事業名称 南部大阪都市計画事業

大和川左岸(三宝)土地区画整理事業
施行者 独立行政法人都市再生機構
施行面積 約13ha
所在地 堺市堺区松屋大和川通、松屋町、南島

町の各一部
施行期間 H29年６月19日～ R17年３月31日

（清算期間を含む）
事業費 約220億円（地方公共団体等負担金）
減歩率 0%　（公共減歩・保留地減歩）
地権者数 一般地権者約300名　（認可時）

（他に市・阪神高速道路㈱等）

図 1　事業区域の断面イメージ（出典：UR 都市機構）

４．本事業の特色
高規格堤防の整備では、通常、対象地区内の住民

に一度地区外で仮住まいをしていただき、高規格堤
防の盛土工事と宅地整備工事を段階的に施行し（図
2参照）、完成した時点で地区内に戻ってきていた
だく事になります。住民にとっては、数年間の仮住
まいや引越しが二度（二度移転）になるなど大きな
負担が伴います。

当地区で権利者の合意形成を促進するには、権利

大和川左岸（三宝）土地区画整理事業
～高規格堤防と阪神高速大和川線との一体的なまちづくり～
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者の個々の事情に合わせて生活再建できる事が重
要となるため、本件関係事業者との協力体制によ
り、権利者に二度移転だけでなく、「地区内への一
度移転」や「土地の買取り」についても選択できる
ようにしました。

図 2　段階施行イメージ（出典：UR 都市機構）

◆地区内移転用地の確保（一度移転）
高齢者にとっては、二度の移転や仮住い先の不安

や、数年先となる住宅再建は年齢的に大きな負担と
なります。このため、当地区内の堺市や阪神高速道
路株式会社の用地を活用し、先行的に宅地整備（図
３参照）することで直接移転（一度移転）が可能と
なる換地を計画しました。

◆堺市による土地の買取り
小規模宅地や老朽住宅の再建は、権利者の年齢

や、家屋等の移転補償額への不安から経済的に困難
であるとして、多くの権利者より土地の買取りを求
められていました。しかし、土地の買取りは土地区
画整理事業では対応が困難であることから、敷地面
積が100m2未満の土地で、かつ買取りを希望する
権利者を対象に、生活再建策の一つとして堺市によ
る土地の買取りが実施されました。

◆大和川線上部空間の宅地としての活用
本事業では、立体道路制度を活用し大和川線（地

下構造）の上部を建築物等の敷地として利用する地
区計画を定めました（図３参照）。地区計画を定め

た区域（以下「重複利用街区」という）は、土地利用
に一定の制限（荷重制限等）を掛けるため、土地所
有者である独立行政法人日本高速道路保有・債務
返済機構が区分地上権を設定することから、土地の
評価が低くなります。これにより、小規模宅地を重
複利用街区に移転することで、従前地より広い換地
を提供できることとなりました。

また、事業関係者との連携により事業計画等にお
いても以下の取り組みを行っています。

◆大和川線上部空間を都市計画公園として活用
本事業では、公園用地を新たに確保する必要がな

く、従前の公園用地をその他の公共用地増加分に充
てることで公共減歩率を0%とし、権利者の負担を
軽減しています。（図２,３参照）

◆大和川左岸堤防の裏法面部分の活用
高規格堤防の整備により、現在の堤防の裏法面部

分をまちづくりに活用する事が可能となります（図
1参照）。本事業においても大和川線上部と合わせ
て裏法面部を都市計画公園に活用し、堤防の天端部
と一体的に整備することで、水辺空間と広がりのあ
る親水空間を創出し、良好な市街地の形成に資する
ことが可能となっています。堺市は大和川左岸の河
川空間と一体となった魅力向上の推進を目的とし
て、かわまちづくり計画を策定し、三宝地区を含む
広範囲の堤防道路周辺を対象に進めています。河川
事業者もその計画に基づき、ハード施策を実施する
ことになっています。

現在三宝地区周辺では、堺市が裏法面部分及び隣
接する河川管理用道路を活用し、地区内の2つの公
園と連携した、サイクルライン、歩行者道、桜並木
等の整備を進めています。

５．おわりに
本事業は、令和３年度の全建賞「事業連携の部」

「インフラの部」を受賞しています。高規格堤防整
備にあたり、高速道路整備や土地区画整理事業が連
携し一体的に取組むことで、地権者への負担軽減や
工期短縮による早期に事業効果が発現している点
が評価されています。

今後も、一体整備を担う本件関係事業者と協力・
連携しながら、住民の皆さまとの信頼関係の醸成に
努め、水と緑に親しむ良好な市街地形成を早期に図
る取組みを進めてまいります。

図 3　概略土地利用計画図（出典：UR 都市機構）

【はじめに】
あの大震災から早くも12年余の歳月が経過した。大

震災により建造物で7割超、人命で1割弱を失うことと
なってしまった本町の復興は、誰もが経験したことの
ない「“まち”そのものをもう一度作り直す」という、社
会実験とでも換言出来るような取り組みであった。振
り返ってみても「紆余曲折しながらもよく皆で乗り越
えて来たな」という思いがあるが、当事者である我々町
民の熱意やチャレンジは当然としても、町の外からの
あらゆる面でのサポートやインプットがあったからこ
そであり、それが無ければなしえなかっただろうし、少
なくとも現在の在り様とは全く別のものになっていた
だろう。手を差し伸べてくれた数多の方々に、ここに改
めて感謝の意を表しておきたい。

【本町復興に対する考え方】
本町の復興計画（女川町復興計画）が策定されたのは

大震災から半年後の9月であったが、大きな特徴は①
防災対策の理念として、ハード整備だけに頼らない「減
災」を明確に掲げたことと②計画期間について、県をは
じめ他の計画が10年であるところをあえて8年とした
こと、にある。筆者の町長就任から間もなく、検討中の
土地利用素案の説明があった。その素案は、町民からの
提案である高台にある既存のグラウンドを廃止して宅
地にするアイディアなど、住民生活の再建までの時間
を最大限に短縮することを意識したもので、短期での
復興、という意味では恐らくベストに近いものだった
と思う。震災からの復興の向けられるべき対象は当然
ながら被災者であるし、そうでなければならない。

しかし、そこで作り上げられたインフラやまちの機
能、姿はその先の世代まで引き継がれていく。まして
や、復興のためには相当の国費が投じられる。国費とい
うことは、すなわち全国民のお金であり、全国民の負担
である。そのような予算を活用させてもらう以上、それ
で再生されたまちは将来に対して持続性があるまちで
なくてはならない。だからこそ、復興の本質的なベクト
ルは被災者を通じて将来世代に向けられるべきもので
あり、スピードは大事ながら、そこで成し遂げられたも
のが刹那的なものであってはならず、その質や在り方
が大きく問われるのである。また、復興後に人口が震災
前より2倍になりました、などというご都合主義的なシ
ナリオはあり得ず、むしろ震災まで50年間で約半分ま

で減った本町の人口減少は程度を別としても続いてい
くだろうし、そもそもこの人口減少のトレンド自体が
日本全体で少なくとも数十年にわたり不可逆に進んで
いくのが現実である。その現実を正面から受け止めな
ければならない。

そのような観点から、素案や復興計画の考え方は引
き継ぎつつもスピードは意識しながら可能な限り質を
上げる方向に改めた。具体的には、中心市街地全体のへ
そに当たるエリアに拠点的機能を集約配置し、その周
辺に既存地区も含め居住エリアを設定することで、住
民の日常動線が町のへそに収斂されるような都市構造
に改めた。また、観光など低地部の諸機能を面的に繋げ
ることで町外からの人の流れを連動させることも意識
した。人口自体は減っても、人の流れを減らさないよう
にすることで経済活動や地域活力を維持・発揚し続け
られることを狙ったものである。

このような、所謂コンパクトシティ様のハード面で
の設定に加え、ソフト面においては公民連携によるア
プローチで地域経営を行っていくことで、人口減少社
会に向き合ったまちづくりを試みてきた。これが好循
環を生めば人口減少の抑制に繋がり、更にうまくいけ
ば人口増に転じることもできるのでは、という考えで
ある。現時点であるが、さすがに人口増にまでは至って
いないものの、年少人口が僅かずつではあるがここ数
年微増傾向であり、合計特殊出生率は宮城県下の自治
体の中では最上位となった。

【復興まちづくりの根底に流したテーマ】
ここまで記したような大きなテーマとは別に、筆者

自身の思いとして復興まちづくりの土台に据えたテー
マが二つある。

一つ目は「海・海辺と私達の暮らしの日常を本当の
意味で近付けること」である。我が町のみならず、沿岸
部の住民に「あなたの町の良いところはなんですか?」
と問えば、恐らく相当な割合で「海!」と答えるだろう。
勿論それはそうで、豊かな海産物やレクリエーション
機会など、様々な場面で海や海辺は我々にその価値を
提供し続けてくれている。しかし、日常生活における海
や海辺とのつながりはどうであろうか。震災前から、筆
者自身には次のような意識があった。「海の町」「水産の
町」と言いながら、「水辺（海・漁港）が私達の日常生活
の一部に本当になっていただろうか（いるだろうか）?」

女川町の震災復興まちづくり
女川町長　　須田　善明
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